
平 成 2 0年 度

杉並区健全化判断比率審査意見書

杉 並 区 監 査 委 員



地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項の規定に基づき、

平成20年度杉並区健全化判断比率について審査した結果、次のとおり意見

を付します。

平成21年8月31日

杉並区監査委員 四 居 誠

同 茂 木 信

同 関 昌 央

同 河 津 利惠子
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健全化判断比率審査意見書

第１ 審査の対象、期間及び方法

１ 審 査 の 対 象

（１）平成20年度杉並区健全化判断比率

（２）健全化判断比率に関する算定様式

２ 審 査 の 期 間

平成21年7月31日から平成21年8月31日まで

３ 審 査 の 方 法

平成20年度杉並区健全化判断比率の審査にあたっては、法令等に照らし

健全化判断比率の算出過程に誤りがないか、算定の基礎となった関係書類

が適正に作成されているか、適切な算定要素が計算に用いられているか、

などに主眼をおき、関係部局からの説明聴取と資料の提出を求めて実施し

た。

第２ 審査の結果

１ 平成20年度杉並区健全化判断比率は、いずれも関係法令に準拠して適正に

算定されていると認められた。

２ 健全化判断比率に関する計数は、算定の基礎となった附属資料等と照合し

た結果、いずれも誤りのないことを確認した。

３ 附属資料については、その基となる関係書類と照合し、適正に作成されて

いることを確認した。

４ 関係法令等に基づき、算定要素は適切に採用され、算定にあたり公正な判

断が行われていることを確認した。
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第３ 健全化判断比率及び意見

１ 平成20年度杉並区健全化判断比率

（単位:％）

平成20年度 平成19年度 前年度比較増減 早期健全化基準 財政再生基準

1 実質赤字比率 ― ― ― 11.25 20.00

2 連結実質赤字比率 ― ― ― 16.25 40.00 ※注

3 実質公債費比率 1.2 3.4 -2.2 25.0 35.0

4 将来負担比率 ― ― ― 350.0 　

健全化判断比率

（注） 連結実質赤字比率の財政再生基準については、20年度決算より3年間の経過基準（市町村は
　　　 40％→40％→35％）を設け、23年度決算より30％となる。

２ 意 見

審査に付された健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した

書類は、いずれも適正に作成されているものと認められる。

なお、個々の健全化判断比率については、次のとおりである。

（１）実質赤字比率について

平成20年度は、前年度と同じく実質赤字がなく、法で定める実質赤字

比率も生じないことから、適正である。

なお、早期健全化基準は、11.25％である。

（２） 連結実質赤字比率について

平成20年度は、前年度と同じく連結実質赤字がなく、法で定める連結

実質赤字比率も生じないことから、適正である。

なお、早期健全化基準は、16.25％である。

（３）実質公債費比率について

平成20年度の実質公債費比率は、前年度に比して2.2％減少し、1.2％

となっている。早期健全化基準の25.0％と比較すると、これを十分に

下回り、適正である。

（４）将来負担比率について

平成20年度は、充当可能財源が将来負担額を上回るため、法で定める

将来負担比率も生じないことから、適正である。

なお、早期健全化基準は、350.0％である。
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健全化判断比率

１ 実質赤字比率

20年度は、実質収支額が黒字のため、実質赤字比率は生じません。

法で定める実質赤字比率は生じませんが、仮に実質赤字比率を計算式に沿って計算すると

－6.39％になり、19年度に比して0.17ポイント、マイナスの値が減少しています。

( 単位： ％）

年　 度 実質赤字比率

20年度 -6. 39

19年度 -6. 56

前年度比較増減 0. 17

○ 趣旨 一般会計等を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率

　 標準財政規模　 ※２ 　

一般会計等の実質赤字額　 ※１

× 100＝実質赤字比率

※１ 一般会計等の実質赤字額＝繰上充用額＋（支払繰延額＋事業繰越額）

イ 繰上充用額：歳入不足のため翌年度歳入を繰り上げて充用した額

ロ 支払繰延額：実質上歳入不足のため、支払を翌年度に繰り延べた額

ハ 事業繰越額：実質上歳入不足のため、事業を繰り越した額

※２ 標準財政規模：地方公共団体が、標準的な状態で通常収入が見込まれる一般財源の規

模をいい、その内容は、地方税（都市計画税などの目的税の一部を除く）、各種譲与税、

交通安全対策特別交付金、特別区財政交付金（普通交付金）等に、臨時財政対策債発行

可能額を合算した額。

【 20年度】 （ 単位： 千円、 ％）

　 -7, 899, 911 　

（ 標準財政規模） ( 標準的収入） （ 臨時財政対策債発行可能額 ）

123, 613, 013 = 115, 365, 181 ＋ 8, 247, 832

【 19年度】 （ 単位： 千円、 ％）

　 -8, 125, 657 　

（ 標準財政規模） ( 標準的収入） （ 臨時財政対策債発行可能額 ）

123, 839, 537 = 115, 033, 879 ＋ 8, 805, 658

＝ -6. 56×

-6. 39＝

100

（ 一般会計等の実質赤字額）

（ 一般会計等の実質赤字額）

× 100
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２ 連結実質赤字比率

20年度は、全会計を対象として連結した実質収支額が黒字のため、連結実質

赤字比率は生じません。

法で定める連結実質赤字比率は生じませんが、仮に連結実質赤字比率を計算式に沿って

計算すると－8.86％になり、19年度に比して0.15ポイント、マイナスの値が増加していま

す。

( 単位： ％）

年　 度 連結実質赤字比率

20年度 -8. 86

19年度 -8. 71

前年度比較増減 -0. 15

○ 趣旨 全会計を対象とした実質赤字（又は資金の不足額）の標準財政規模に対する比率

連結実質赤字額（ イ ＋ロ ） －（ ハ＋ニ）

　 標準財政規模　 　

× 100連結実質赤字比率 ＝

イ 一般会計及び公営企業会計（地方公営企業法適用企業・非適用企業）以外の特別

会計のうち、実質赤字を生じた会計の実質赤字の合計額

ロ 公営企業の特別会計のうち、資金の不足額を生じた会計の資金の不足額の合計額

ハ 一般会計及び公営企業会計以外の特別会計のうち、実質黒字を生じた会計の実質

黒字の合計額

ニ 公営企業の特別会計のうち、資金の剰余金を生じた会計の資金の剰余金の合計額

【 20年度】 （ 単位： 千円、 ％）

　 -10, 959, 371

（ 標準財政規模） ( 標準的収入） （ 臨時財政対策債発行可能額）

123, 613, 013 = 115, 365, 181 ＋ 8, 247, 832

【 19年度】 （ 単位： 千円、 ％）

　 -10, 795, 463 　

（ 標準財政規模） ( 標準的収入） （ 臨時財政対策債発行可能額）

123, 839, 537 = 115, 033, 879 ＋ 8, 805, 658

100 ＝ -8. 71

（ 連結実質赤字額）

× 100 ＝ -8. 86

（ 連結実質赤字額）

×
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実質収支額合計　 　

前年度比較増減

　 7, 899, 911 　 8, 125, 657 -225, 746

　 3, 059, 460 　 2, 669, 806 389, 654

国民健康保険事業会計 1, 549, 584 1, 846, 586 -297, 002

介護保険事業会計 766, 352 799, 269 -32, 917

老人保健医療会計 414, 242 23, 951 390, 291

後期高齢者医療事業会計 329, 282 329, 282

　 10, 959, 371 　 10, 795, 463 163, 908

（ 単位： 千円）

19年度20年度

実質収支額合計　 （ ハ） ＝A　 +　 B

区　 　 分

一般会計の実質収支額( 黒字額） 　 A

特別会計の実質収支額( 黒字額） 　 B

３ 実質公債費比率

過去3ヵ年の平均値による実質公債費比率については、20年度は19年度に比し

て2.2ポイント改善されています。

【 20年度】 ( 単位： ％）

【 19年度】 ( 単位： ％）

17年度 5. 55727
3ヵ 年平均

3. 4
18年度 3. 20559

19年度 1. 60886

3ヵ 年平均

1. 2

18年度

19年度

20年度

3. 20559

1. 60886

-1. 07941

( 単位： ％）

年　 度 実質公債費比率

20年度 1. 2

19年度 3. 4

前年度比較増減 -2. 2

○ 趣旨 一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還金の標準財政規模に対する比率

　 （ 元利償還金＋準元利償還金※３ ） － （ 特定財源※４ ＋元利償還金・ 準元利償還金に係る 基準財政需要額算入額 　 ）

標準財政規模 － 元利償還金・ 準元利償還金に係る 基準財政需要額算入額

　

100
実質公債費比率
（ 3ヵ 年平均）

＝ ×

※３ 準元利償還金の内容

イ 満期一括償還地方債について、償還期間を30年とする元金均等年賦償還をした場

合の1年当たりの元金償還金相当額

ロ 一般会計等から一般会計等以外の特別会計への繰出金のうち、公営企業債の償還

に充てたと認められるもの
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ハ 組合・地方開発事業団（組合等）への負担金・補助金のうち、組合等が起こした

地方債の償還の財源に充てたと認められるもの

ニ 債務負担行為に基づく支出のうち公債費に準ずるもの

ホ 一時借入金の利子

※ ４ 特定財源：元利償還金又は準元利償還金の財源に充当することのできる特定の

歳入で、国や都等の利子補給や貸付金に対する償還時補助金等をいう。

【 17年度】 （ 単位： 千円、 ％）

（ 元利償還金） （ 準元利償還金※３ ） （ 特定財源） （ 基準財政需要額算入額）

9, 215, 986 928, 467 0 3, 915, 830

a
b
c
d

　

イ 25, 333
ロ 0
ハ 357, 074
ニ 546, 060
ホ 0

計 928, 467

【 18年度】 （ 単位： 千円、 ％）

（ 元利償還金） （ 準元利償還金※３ ） （ 特定財源） （ 基準財政需要額算入額）

7, 416, 017 901, 410 0 4, 589, 035

a
b
c
d

　

イ 25, 333
ロ 0
ハ 368, 670
ニ 507, 407
ホ 0

計 901, 410

【 19年度】 （ 単位： 千円、 ％）

（ 元利償還金） （ 準元利償還金※３ ） （ 特定財源） （ 基準財政需要額算入額）

6, 782, 532 1, 259, 422 0 6, 148, 475

a
b
c
d

　

イ 21, 600
ロ 0
ハ 445, 183
ニ 792, 639
ホ 0

計 1, 259, 422

　 ＋ 　 － ＋ 　 ＝ 1, 893, 479

準元利償還金
　 　 　 　 ※３

金　 　 　 　 　 額 　 　 内　 　 容　 　 等
住民参加型市場公募債等 の満期一括償還地方債

特別区人事 ・ 厚生事務組合 、 東京23区清掃一部事務組合 への負担金
公会堂PFI 、 社会福祉法人等 の施設建設借入金償還助成

112, 000
公債費充当可能特定財源 0

計    e = a - b - c - d 7, 416, 017

　

区　 　 　 分
 公    債    費 7, 528, 017

116, 309, 145
120, 898, 180 4, 589, 035

( 標準財政規模）
－

（ 基準財政需要額算入額）
　 ＝

　 ＝ 3, 728, 392

×100＝ 3. 20559

　 ＋ 　 －

( 標準財政規模） （ 基準財政需要額算入額）

3, 915, 830

繰 上 償 還 額 0

115, 996, 460

 公    債    費 

( 標準財政規模）
－

（ 基準財政需要額算入額）

123, 839, 537

6, 782, 532

1. 60886

6, 148, 475
　

14, 608, 194

×100＝

117, 691, 062　 ＝

　 　 内　 　 容　 　 等

 公    債    費 
繰 上 償 還 額

満期一括償還区債元金

公債費充当可能特定財源 

計    e = a - b - c - d

準元利償還金
　 　 　 　 ※３

金　 　 　 　 　 額
住民参加型市場公募債等 の満期一括償還地方債

7, 584, 662

特別区人事 ・ 厚生事務組合 、 東京23区清掃一部事務組合 への負担金
公会堂PFI 、 社会福祉法人等 の施設建設借入金償還助成

　 ＋ 　 － ＋ 　 ＝ 6, 228, 623

×100＝ 5. 55727

－ 　 ＝ 112, 080, 630

公債費充当可能特定財源 126, 888
9, 215, 986

　

9, 342, 874

満期一括償還区債元金 0

特別区人事 ・ 厚生事務組合 、 東京23区清掃一部事務組合 への負担金
ケアハウ ス PFI 、 社会福祉法人等 の施設建設借入金償還助成

金　 　 　 額

元利償還金

区　 　 　 分

＋

計    e = a - b - c - d

準元利償還金
　 　 　 　 ※３

金　 　 　 　 　 額 　 　 内　 　 容　 　 等
住民参加型市場公募債等 の満期一括償還地方債

金　 　 　 額

元利償還金

区　 　 　 分 金　 　 　 額

元利償還金
241, 000

0

繰 上 償 還 額 0
満期一括償還区債元金
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【 20年度】 （ 単位： 千円、 ％）

（ 元利償還金） （ 準元利償還金※３ ） （ 特定財源） （ 基準財政需要額算入額）

5, 200, 672 1, 329, 098 0 7, 780, 084

a
b
c
d

　

イ 13, 567
ロ 0
ハ 513, 641
ニ 801, 890
ホ 0

計 1, 329, 098

満期一括償還区債元金 257, 000
公債費充当可能特定財源 0

計    e = a - b - c - d 5, 200, 672

公会堂PFI 、 社会福祉法人等の施設建設借入金償還助成

　 　 内　 　 容　 　 等
住民参加型市場公募債等の満期一括償還地方債

準元利償還金
　 　 　 　 ※３

金　 　 　 　 　 額

　 ＋ 　 －

　

＋ 　 ＝ -1, 250, 314

( 標準財政規模）
－

（ 基準財政需要額算入額）

123, 613, 013 7, 780, 084

区　 　 　 分 金　 　 　 額

元利償還金
 公    債    費 14, 736, 322
繰 上 償 還 額 9, 278, 650

特別区人事・ 厚生事務組合、 東京23区清掃一部事務組合への負担金

×100＝ -1. 07941

　 ＝ 115, 832, 929

４ 将来負担比率

20年度は、充当可能財源等が将来負担額を上回るため、将来負担比率は生じ

ません。

法で定める将来負担比率は生じませんが、仮に将来負担比率を計算式に沿って計算すると

－80.1％になり、19年度に比して9.9ポイント、マイナスの値が増加しています。

（ 単位： ％）

年　 度 将来負担比率

20年度 -80. 1

19年度 -70. 2

前年度比較増減 -9. 9

○ 趣旨 一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率

標準財政規模 　 　 － 元利償還金・ 準元利償還金 に係る 基準財政需要額算入額 　

　 　

将来負担額　 ※５ 　 －　 { 　 ( 充当可能基金額 　 ※6） ＋（ 特定財源見込額 　 ※7） ＋

100将来負担比率 ＝

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ( 地方債現在高等 に係る 基準財政需要額算入見込額 ） 　 }

×

※５ 将来負担額の内容

イ 一般会計等の当該年度の前年度末における地方債現在高

ロ 債務負担行為に基づく支出予定額（地方財政法第5条各号の経費等に係るもの）

ハ 一般会計等以外の会計の地方債の元金償還に充てる一般会計等からの繰入見込額

ニ 当該団体が加入する組合等の地方債の元金償還に充てる当該団体からの負担等

見込額



- 8 -

ホ 退職手当支給予定額（全職員に対する期末要支給額）のうち、一般会計等の負担

見込額

ヘ 地方公共団体が設立した一定の法人の負債の額、その者のために債務を負担して

いる場合の当該債務の額のうち、当該法人等の財務・経営状況を勘案した一般会計等

の負担見込額

ト 連結実質赤字額

チ 組合等の連結実質赤字額相当額のうち、一般会計等の負担見込額

※６ 充当可能基金額：イからヘまでの償還額等に充当することができる地方自治法第241

条の基金

※７ 特定財源見込額:地方債の償還額等に充当できる特定の歳入見込額で、国庫支出金や

地方債を財源とする貸付金の償還金等をいう。

【 20年度】 （ 単位： 千円、 ％）

（ 将来負担額） （ 充当可能財源等）

　 82, 645, 293 175, 439, 005 -92, 793, 712
　

（ 標準財政規模） （ 算入公債費等の額） 　

　 123, 613, 013 7, 780, 084 　 115, 832, 929

【 19年度】 （ 単位： 千円、 ％）

（ 将来負担額） （ 充当可能財源等）

　 99, 332, 951 182, 029, 699 -82, 696, 748
　

（ 標準財政規模） （ 算入公債費等の額） 　

　 123, 839, 537 6, 148, 475 　 117, 691, 062

－

－

× 100＝

－

＝ × 100

－

＝ -80. 1

-70. 2＝

将来負担額
区　 　 分 20年度 19年度 前年度比較増減

地方債の現在高 24, 557, 036 38, 365, 274 -13, 808, 238

債務負担行為に基づく 支出予定額 17, 029, 889 18, 514, 364 -1, 484, 475

公営企業債等繰入見込額 0 0 0

組合等負担等見込額 3, 493, 346 4, 116, 332 -622, 986

退職手当負担見込額 37, 565, 022 38, 336, 981 -771, 959

設立法人の負債額等負担見込額 0 0 0
連結実質赤字額 0 0 0
組合等連結実質赤字額負担見込額 0 0 0

計 82, 645, 293 99, 332, 951 -16, 687, 658

充当可能財源等
区　 　 分 20年度 19年度 前年度比較増減

充当可能基金 50, 742, 354 57, 992, 564 -7, 250, 210
充当可能特定歳入 25, 295 7, 000 18, 295
基準財政需要額算入見込額 124, 671, 356 124, 030, 135 641, 221

計 175, 439, 005 182, 029, 699 -6, 590, 694

（ 単位： 千円）

（ 単位： 千円）
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